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私債権の放棄について

県土整備部



平成 26年度 私債権の放棄について

平成 26年4月l日に施行された「三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例j

第14条の規定に基づき、以下のとおり私債権を放棄いたしましたので、報告します。

総額としては 14件、 90万9,939円となっています。

放棄事由とじては、強制執行ぞとすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるお

それがあるもの（条例第 14条第2項第2号）が4件、 3万 2.800円、債務者の所在及び

差し押さえることができる財産が共に不明であるもの（条例第 14条第2項第3号）が

10件、 87万7,139円となっています。

＜平成26年度県土整備部関係放棄債権一覧＞ （単イ立：｛牛、円）

債権名
調定件数

金額 放棄事由
（案件数）

県営住宅駐車場使用料 4 ( 1 ) 32,800 第2項第2号

違約金及び延納利息、等 1 ( 1 ) 835,431 第2項第3号

県営住宅目的外使用料 9 〔3) 41,708 第2項第3号

合計 14 ( 5 ) 909,939 

※ 「三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例j 抜粋

第十四条 知事等は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄するととができる。

一 第十一条の規定による措置を採った私債権について、当該措置を採った日から三

年を経過した日以後においても、なお同条各号のいずれかに該当する事由があると

認められるとき（消滅時効の期間が経過するまでに同条各号のいずれかに該当しな

くなると見込まれる事由があるときを除く。）。

二 債務者が死古し、当該債務について限定承認があった場合において、その桔続財

産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権に優先して弁済を受ける債

権（法第二百四十条第四項第一号に掲げる債権を含む。）及び県以外の者の権利の金

額の合計額を超えないと見込まれるとき。

2 知事等は、私債権のうち消滅時効の期間が経過したもの（債務者が援用をしていな

いものに限る。）について、次の各号のいずれかに掲げる事由があると認められるとき

は、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

債務者に差し押さえることができる財産がないとき。

二 強制執行をするごとによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

一 債務者の所在及び差し押さえることができる財産が共に不明であるとき。




